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とで、受付がスムーズにできますので、ご協力お
願いします。

Ｑ2．通院のための交通費 （公共交通機関の料金な
ど）は医療費控除の対象になりますか？
Ａ．なります。申告の際に利用した日付や金額な
どを集計し領収書と一緒に提出してください。
　なお、タクシー代については、急を要し他の交
通機関を利用できないなど、やむを得ない事情が
ある場合は対象となります。
Ｑ3．寝たきりの方のおむつ代は医療費控除の対
象になりますか？
Ａ．初めてこの控除を受ける場合、寝たきり状態
にあること、治療上おむつが必要であることを証
明する「おむつ使用証明書」を医師に作成しても
らい申告の際に添付してください。2年目以降は
市役所介護保険係で主治医の意見書を基に証明
書を発行します。

Ｑ4．かぜ薬の購入費用は医療費控除の対象とな
りますか？
Ａ．医薬品の購入費用は、治療または療養に必要
であって、かつ、その病状などに応じて一般的に
支出される水準を著しく超えない部分の金額で
あれば対象となります。
 
《その他》
Ｑ5．障害者控除はどのような場合に認められる
のですか？
Ａ．身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦
傷病者手帳、市町村が発行する障害者控除対象者
認定書を確認できた場合です。
Ｑ6．寡婦 （寡夫）とはどのような人ですか？
Ａ．寡婦…夫と死別または離婚後婚姻していない
方のうち課税標準の合計額が38万円以下の子を
有する方または夫と死別後婚姻していない方の
うち、合計所得金額が500万円以下である方
寡夫…妻と死別または離婚後婚姻していない方
のうち課税標準の合計額が38万円以下の子を有
し、かつ、合計所得金額が500万円以下である方

　所得税の確定申告と市道民税の申告
を受け付けます。関係書類を持参の上、
最寄りの会場や市役所、または税務署
で手続きを行ってください。また、税務
署から所得税の申告書が送付された方
は、その申告書も一緒にお持ちくださ
い。詳細は広報みかさ2月号でお知らせ
します。

その年に
支払った
医療費

－
保険金など
で補てんさ
れる金額

－
高額医療
などで戻
った金額

－
10万円また
は所得金額
の5%

＝ 医療費控除

申告は2月6日㈭から3月17日㈪まで（土・日曜日、祝日は除く）

 市道民税の申告について

 所得税の主な改正点

復興特別所得税について

　東日本大震災からの復興を目的に、所得税額に対し2.1％の復興特
別所得税が課税されます。
※個人住民税の改正点については広報みかさ3月号でお知らせします。
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《医療費控除について》
Ｑ1．医療費控除とはどのようなものですか？
Ａ．医療費控除とは所得控除の1つで、1年間に
10万円（所得金額の合計額が200万円未満の
人は、所得金額の合計額の5％相当額）以上の
医療費を支払った場合に、確定申告をすると税
の負担を軽減できる税法上の特典です。
　例えば、所得金額が150万円の場合、医療費
が7万5,000円以上であれば対象となります。
※支払った医療費が返金されるものではなく、
所得額から控除して税額を計算し、既に納めた
税額と納めるべき税額を比べた上で、納付また
は還付するというものです。
※各自が事前に領収書などを集計しておくこ

　国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】
の「確定申告書等作成コーナー」では画面の案
内に沿って金額などを入力すれば税額などが
自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色
申告決算書などが、24時間いつでも自宅で簡
単に作成することができます。
　作成した確定申告書は、印刷して郵送など
で提出できるので、税務署に出掛ける必要が
なく、大変便利です。
　確定申告書の作成には自動計算で簡単・便
利な「確定申告書等作成コーナー」をぜひご利
用ください。
※ 「確定申告書等作成コーナー」から、そのまま
e‐Taxで送信することもできます。
　e‐Taxの利用に当たっては、電子証明書が付
与された住民基本台帳カード（ICカード）とIC
カードリーダライタが必要です。

市民の皆さんから問い
合わせの多い申告内容
についてお答えします

申告書はホームページから
自宅で簡単作成、郵送などで提出‼

maintain
your health

check!

【申込・問合先】
ふれあい健康センター健康係☎③2010

《いずれも》
【定員】16人（定員を超えた場合は、過去の参
加回数が1回以下の方を優先した後、過去の
参加回数に関係なく抽選で決定します。抽
選会は1月17日㈮午後1時からふれあい健
康センターで行います。なお抽選会に来ら
れない場合は一任願います）
【場所】三笠天然温泉「太古の湯」
【参加料】3,600円（450円×8日分）
※温泉も利用できます。
【持ち物】水着、参加資格証明書（参加者に郵
送します）
【申込方法】1月15日㈬までに電話または直
接ふれあい健康センター窓口でお申し込み
ください。

◇生活習慣病予防水中運動教室
【日時】2月5日㈬・12日㈬・19日㈬・26日㈬、3月
5日㈬・12日㈬・19日㈬・26日㈬／午後6時45分
～8時15分
【対象】市内在住の30歳以上64歳以下の方で全
日程参加できる方

◇介護予防水中運動教室
【日時】2月5日㈬・12日㈬・19日㈬・26日㈬、3月
5日㈬・12日㈬・19日㈬・26日㈬／午前10時30
分～午後0時30分
【対象】市内在住の65歳以上の方で全日程参加
できる方 （要支援・要介護認定の方を除く）
【送迎】希望者はバスで送迎します（最寄りのバ
ス停をお知らせください）
※帰りのバスは、太古の湯を午後2時に出発し
ます。

生活習慣病予防・介護予防

水中運動教室
第6回目参加者募集
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